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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  基質に照射するためのＸ線照射の特定の放射線量率曲線を作成する方法であって、作成
される前記特定の放射線量率曲線とは異なる少なくとも２つの所定の放射線量率曲線を選
択し、並びに前記少なくとも２つの所定の放射線量率曲線を一定の割合で構成させて前記
特定の放射線量率曲線を作成することによって、前記特定の放射線量率曲線を作成するこ
とを特徴とする、方法。
【請求項２】
  前記特定の放射線量率曲線を、前記所定の放射線量率曲線から決定することを特徴とす
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
  前記特定の放射線量率曲線を、特定の放射線量率曲線の仕様値から決定することを特徴
とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記作成される放射線量率曲線を、記憶装置内に保存することを特徴とする、請求項１
～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記特定の放射線量率曲線を、前記少なくとも２つの所定の放射線量率曲線から、時間
経過又は時間変化に合わせて構成することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
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　前記特定の放射線量率曲線を、線形結合によって前記少なくとも２つの所定の放射線量
率曲線から構成することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
  基質（１）を照射するためのＸ線照射の特定の放射線量率曲線（１０）を作成する装置
（３０）であって、該装置（３０）は、作成される前記特定の放射線量率曲線（１０）と
は異なる少なくとも２つの所定の放射線量率曲線（１１、１２）を選択する選択装置を備
え、並びに該装置（３０）は、前記少なくとも２つの所定の放射線量率曲線（１１、１２
）から一定の割合で前記特定の放射線量率曲線（１０）を構成する装置を備えることを特
徴とする、装置（３０）。
【請求項８】
　特定の放射線量率曲線（１０）を有するＸ線照射を発生させる装置（３０）であって、
該装置（３０）は、所定の第１の放射線量率曲線（１１）を有する第１の仕様のＸ線照射
、及び所定の第２の放射線量率曲線（１２）を有する、前記第１の仕様のＸ線照射とは異
なる、第２の仕様のＸ線照射を供給する装置を備え、かつ、
該装置（３０）は、前記特定の放射線量率曲線（１０）を有する前記Ｘ線照射を、前記第
１の仕様のＸ線照射及び前記第２の仕様のＸ線照射から一定の割合で構成する装置を備え
、及び
前記特定の放射線量率曲線、前記所定の第１の放射線量率曲線、及び前記所定の第２の放
射線量率曲線のそれぞれは、放射線量率を距離の関数として表している
ことを特徴とする、装置（３０）。
【請求項９】
  請求項８に記載の、Ｘ線照射を発生させる装置（３０）であって、
電子ビーム（３２）を発生させる電子源（３１）と、
前記電子ビーム（３２）の電子が標的（３３）に衝突することによってＸ線照射を発生さ
せる前記標的（３３）と、
印加される加速電圧によって前記電子ビーム（３２）の前記電子を加速させる加速装置（
３７）と、
第１の加速電圧に関連した所定の第１の放射線量率曲線（１１）を有する第１の仕様のＸ
線照射、及び第２の加速電圧に関連した所定の第２の放射線量率曲線（１２）を有する、
前記第１の仕様のＸ線照射とは異.なる、第２の仕様のＸ線照射を供給する装置と、
前記特定の放射線量率曲線（１０）を有する前記Ｘ線照射を、前記第１の仕様のＸ線照射
及び前記第２の仕様のＸ線照射から一定の割合で構成する装置であって、前記電子ビーム
（３２）を、前記第１の加速電圧及び前記第２の加速電圧を用いて一定の割合で交互に加
速させる、又は加速させることができるよう、前記加速装置（３７）を操作するように設
計されている装置と、を備えることを特徴とする、装置（３０）。
【請求項１０】
　前記所定の放射線量率曲線から前記特定の放射線量率曲線（１０）を決定する計算装置
（３５）を備え、及び／又は前記特定の放射線量率曲線（１０）を保存する記憶装置（３
８）を備えることを特徴とする、請求項７に記載の装置（３０）。
【請求項１１】
　前記所定の放射線量率曲線（１１、１２）を有する前記仕様のＸ線照射から、前記特定
の放射線量率曲線（１０）を有する前記Ｘ線照射を決定する計算装置（３５）を備え、及
び／又は前記特定の放射線量率曲線（１０）を有する前記Ｘ線照射のパラメータ及び／又
は値を保存する記憶装置（３８）を備えることを特徴とする、請求項８に記載の装置（３
０）。
【請求項１２】
  特定の放射線量率曲線（１０）の仕様値を、受け取るインターフェイス（３９）及び／
又は入力する入力装置（４０）を備え、及び／又は特定の放射線量率曲線（１０）を発生
させる発生装置（４１）を備えることを特徴とする、請求項７又は１０に記載の装置（３
０）。
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【請求項１３】
　特定の放射線量率を有する前記Ｘ線照射の仕様値を、受け取るインターフェイス（３９
）及び／又は入力する入力装置（４０）を備え、及び／又は特定の放射線量率曲線（１０
）を有するＸ線照射を仕様値から発生させる発生装置（４１）を備えることを特徴とする
、請求項８、９又は１１に記載の装置（３０）。
【請求項１４】
　前記特定の放射線量率曲線（１０）を、前記少なくとも２つの所定の放射線量率曲線（
１１、１２）から、時間経過又は時間変化に合わせて構成する、又は構成することができ
るように設計されたタイムスイッチ装置（４２）を備えることを特徴とする、請求項７、
１０、１２のいずれか１項に記載の装置（３０）。
【請求項１５】
　前記特定の放射線量率曲線（１０）を有する前記Ｘ線照射を、前記第１の仕様のＸ線照
射及び前記第２の仕様のＸ線照射から、時間経過又は時間変化に合わせて構成する、又は
構成することができるように設計されたタイムスイッチ装置（４２）を備えることを特徴
とする、請求項８、９、１１、１３のいずれか１項に記載の装置（３０）。
【請求項１６】
　前記電子ビーム（３２）を、前記第１の加速電圧及び前記第２の加速電圧を用いて時間
経過又は時間変化に合わせて加速する、又は加速させることができるように設計されたタ
イムスイッチ装置（４２）を備えることを特徴とする、請求項９に記載の装置（３０）。
【請求項１７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の方法を実施するための手段を有することを特徴と
する、請求項７～１６のいずれか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基質に照射するためのＸ線照射の特定の放射線量率曲線を作成及び／又は提
供する方法に関する。さらには、本発明は、特定の放射特性、特に特定の放射線量率曲線
を有するＸ線照射を発生又は提供するための、装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　前記のような装置及び方法は、例えば、放射線照射装置を用いた放射線治療の分野で使
用されている。近時、最新鋭の放射線照射装置を用いて、術中に放射線照射することが、
しばしば行われており、これにより、放射線照射をする位置、例えば、腫瘍又は腫瘍床に
即座に照射することが可能である。
【０００３】
　それぞれの放射線照射に必要なＸ線照射は、通例、Ｘ線照射源において、又はＸ線照射
源を用いて発生される。とりわけ、Ｘ線照射源は、放射線照射装置の構成要素である。公
知のＸ線照射源、例えば術中の放射線照射のためのものの作動原理は、特に、電子は電子
ビーム源で発生されており、電子ビームとして放射されるという事実に基づいている。電
子ビームは、加速電圧、特に高電圧により、加速ステージにおいて加速される。このよう
にして発生、加速された電子ビームは、標的、特に金からなる標的に向けられる。標的は
、例えば、アプリケータの先端に配置することができる。標的に電子ビームが衝突すると
、Ｘ線照射が発生し、次いで、その結果生じるＸ線照射野の形状で標的から放射される。
こうした放射線照射装置は、例えば特許文献１（WO 2009/132799 A2）に記載されている
。
【０００４】
　放射線照射されるべき基質が組織であるとき、放射線照射される組織のＸ線照射源まで
の指定された距離を到達するのに必要な放射線量を決定する必要がある。放射線照射装置
の時間変化率についての関数であり、Ｘ線照射源からの距離が増加するにつれて低下する
放射線量率により、放射線照射される組織のために必要な放射線照射時間を決定すること
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ができ、その結果、必要な放射線量が組織に到達し、又は、組織に若しくは組織内に送ら
れる。放射線照射は、決定された又は選ばれた放射線量率を用いて、決定された放射線照
射時間の間、実施される。
【０００５】
　Ｘ線照射源から放射されるＸ線照射は基質、例えば組織を通過するため、指定の放射線
量を適用すべき場所以外の他の場所も放射線照射される。Ｘ線照射源は通常基質の表面に
又は基質内に配置され、Ｘ線照射はＸ線照射源から伝播するため、放射線量率はＸ線照射
源からの距離が増加するにつれて減少する。このことは、Ｘ線照射源のすぐ近くにおいて
、そこから離れた所よりも高い放射線量率が得られることを意味する。
【０００６】
　Ｘ線照射源による放射線量率値の供給能力は、例えば、いわゆる放射線量率曲線によっ
て描かれる。この曲線を用いて、Ｘ線照射源、例えば、Ｘ線照射源のアイソセンタから各
種距離に対して、Ｘ線照射源によって供給可能な放射線量率値が決定される。Ｘ線照射源
からの各種距離に対する放射線量率値の地点間における関係が放射線量率曲線となる。こ
のような放射線量率曲線により、使用者は、基質のどの場所にどれだけの放射線量を適用
するかを決定することができる。
【０００７】
　そうした放射線量率曲線の推移、例えば勾配は、適用した加速電圧に依存している。
【０００８】
　しかしながら、Ｘ線照射源の放射特性、例えば、標的から発生したＸ線照射の放射特性
は、同じ作動電圧においてさえ、常に変動する。不可避な製造の許容誤差と材料の違いか
ら、Ｘ線照射源は完全に同一に設計されていないからである。しかしながら、放射線照射
、例えば、患者の治療を行うため、使用される正確なＸ線照射源の放射特性を知る必要が
ある。そのため、Ｘ線照射源は初めて使用する前に、常に較正（測定又は検査とも称する
）されて、特定のＸ線照射源の放射特性、特にその放射線量率曲線が決定される。しかし
ながら、こうした測定は非常に複雑で面倒である。そのため、該測定は特定の加速電圧で
のみ行われている。通例、その後、Ｘ線照射源は、較正が実施されたその加速電圧で作動
される。他の加速電圧に対し、Ｘ線照射源の正確な放射特性は分からないからである。
【０００９】
　その結果、Ｘ線照射源の測定、特に種々の加速電圧に対する該測定は時間を要し、コス
トがかかる手段となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第２００９／１３２７９９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、引用した先行技術から出発して、初めに言及した装置と初めに言及した方法
をさらに発展させて、前記問題を解消することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、この問題は、独立請求項１、２及び３に係る特徴をもった方法及び独
立請求項９、１０及び１１に係る特徴をもった装置により解決される。本発明のさらなる
特徴及び詳細については、従属請求項、明細書の記載及び図面から明らかとなる。そこで
は、本発明に係る装置の１つの態様に関係して述べられる特徴及び詳細は、本発明に係る
装置の個々の他の態様にも当てはまる。本発明に係る方法の１つの態様に関係して述べら
れる特徴及び詳細は、本発明に係る方法の個々の他の態様にも当てはまる。本発明の装置
に関連して記載された特徴及び詳細は、その全てが本発明の方法にも当てはまる。該装置
に関する記載は該方法にも完全に当てはまり、その逆も同様である。
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【００１３】
　本発明の基本となる概念は、発生した又は供給されたＸ線照射の放射特性は、変えられ
るということである。それは、本発明によれば、特に時間をかけて実施されている。
【００１４】
　本発明は、特に、基質の放射線照射、好ましくは、特に腫瘍等の組織の放射線照射に関
係する分野にある。そこでは、基質の放射線照射は、放射線が基質に放射され、基質に到
達し、及び／又は基質を透過するように行われる。非常に一般的な意味において、照射は
、粒子又は波の伝播であり、そこでは、特にエネルギー及び／又は衝撃が伝えられる。本
発明においては、照射は好ましくはＸ線照射である。
【００１５】
　照射は照射源により発生される。照射源は、通例、放射線量を発生、放射及び／又は供
給する。放射線量は、基質、例えば組織内の特にイオン化した放射線の特に吸収された又
は吸収可能な量である。時間単位及び質量単位当たりの吸収される放射線量を放射線量率
と称する。特定の加速電圧において、照射源は、特に特定の放射線量率を有する。放射線
量率曲線は、特に深部における放射線量の推移である。その原点は照射源であり、特にそ
のアイソセンタである。放射線照射装置のアイソセンタは、特に最小のボールの中心点で
ある。その点を通じて、全ての回転角度で中心放射線は進行する。一般に、アイソセンタ
は、照射が始まる中心又は原点と言われる。
【００１６】
　照射源は、例えば、Ｘ線照射源である。その場合、発生された照射は、Ｘ線照射である
。
【００１７】
　本発明によれば、基質、特に組織に照射するためのＸ線照射のために、特定の放射線量
率曲線が作成及び／又は提供される。別の態様においては、特定の照射特性、例えば、前
述したように特定の放射特性、特に特定の放射線量率曲線を有するＸ線照射が発生及び／
又は供給される。
【００１８】
　そうした放射線量率曲線は、深部において放射線照射に利用できる特に放射線量率の推
移である。放射線量率は、基質、特に組織物質の質量単位及び時間単位に関して、指定さ
れた場所、例えば、Ｘ線照射源から特定の距離にあるＸ線照射源から放射される特に照射
エネルギーである。その原点はＸ線照射源であり、特にＸ線照射源のアイソセンタである
。放射線量率曲線は照射源の場所、特にＸ線照射源のアイソセンタにおいて最大値を有す
る。そこから距離が増えるにつれて、放射線量率は低下する。このことは、例えば、放射
線照射された基質による照射吸収及びＸ線照射源から距離が増えるに伴う立体的分布によ
って生じると考えられる。
【００１９】
　こうした放射線量率曲線は、好ましくは、いわゆる深部線量率曲線であり、特に水中で
の深部線量率曲線である。
【００２０】
　基質の放射線照射のために、特に放射線照射を用いた患者の治療のために、一般に、分
当たりのグレイ[Ｇｙ／分]を物理単位として有する、ＤＤＣとも称される水中での深部線
量率曲線は、Ｘ線照射源の重要なパラメータである。水中での深部線量率曲線は水の深さ
の関数であり、原点（０ｍｍ）はＸ線照射源、特にＸ線照射源のアイソセンタである。水
中での深部線量率曲線は、各Ｘ線照射源の作成の間及び再較正の間も測定され、Ｘ線照射
源に特有である。
【００２１】
　Ｘ線照射源はおよそＸ線の点線源であるため、水中での深部線量率曲線は一方では逆２
乗の法則（ｆ（ｘ）～１／ｘ２）により決定され、他方では、発生したＸ線照射の水中の
吸収（ｆ（ｘ）～ｌ０

＊ｅｘｐ（－μｗ
＊ｘ）により決定される。

【００２２】
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　Ｘ線照射源のＸ線照射、この場合においてｌ０は、例えば、放射性線源とは対照的に、
複素スペクトルで構成されているため、ｌ０は、エネルギーＥの関数である。水の吸収係
数（μｗ）もエネルギーＥの関数であるため、吸収は、個々のＸ線照射源のスペクトルに
強く依存している。
【００２３】
　Ｘ線照射源のスペクトルは、使用された材料及びＸ線制動スペクトルによる、特に電子
の加速電圧による特性スペクトルからなる。
【００２４】
　今日使用されている設備を用いると、使用者は放射線照射装置において３つの異なる加
速電圧Ｕを選択することができる。加速電圧Ｕは、例えば、３０ｋＶ、４０ｋＶ、５０ｋ
Ｖである。しかしながら、加速電圧は、処置の時間で固定されており、もはや変更するこ
とはできない。
【００２５】
　本発明によれば、後に詳しく述べるように、このアプローチを変えることができる。加
速電圧は、放射線照射処置の間に変えることができる。
【００２６】
　一般のＸ線照射源はその設計が類似しているため、Ｘ線スペクトルは同じ加速電圧で顕
著には異ならず、水中での深部線量率曲線、ＤＤＣは、その推移に関してほぼ同じである
。この推移は、水の深さが増すにつれて関数が減少することによって認識することができ
る。
【００２７】
  しかしながら、異なるＸ線照射源で同じ線量を特定の深部に加えると、水中での深部線
量率曲線（ＤＤＣ）の絶対高さを変化させることができる。該絶対高さは異なる放射線照
射の時間によって補うことができる。
【００２８】
　しかしながら、水の深さが増すにつれて放射された線量が減少することを意味する水中
での深部線量率曲線（ＤＤＣ）の推移が、使用された全てのＸ線照射源に対して、同様で
ある又は比較できることは、しばしば非常に重要なことである。
【００２９】
　既に上述したように、最近の解決法を用いると、それらは所望する放射線照射に対して
、限られた数の異なる加速電圧からなる設定された選択に固定されている。これは、選択
可能な加速電圧での、コストと時間を要するＸ線照射源の較正が原因である。それゆえ、
これらの特定の加速電圧において、水中での深部線量率曲線（ＤＤＣ）の個々の推移から
の選択だけをすることができる。本発明は、これらの制約を取り除くことを可能にする。
【００３０】
　本発明によれば、多くの異なった水中での深部線量率曲線（ＤＤＣ）を発生させること
ができる、Ｘ線照射源を使用することが可能にもなる。
【００３１】
　本発明の第１の態様は、基質に照射するためのＸ線照射の特定の放射線量率曲線を作成
及び／又は提供する方法である。該方法は、作成及び／又は提供される前記特定の放射線
量率曲線とは異なる少なくとも２つの所定の放射線量率曲線を選択し、並びに前記少なく
とも２つの所定の放射線量率曲線を一定の割合で構成及び／又は調整して前記特定の放射
線量率曲線を作成することによって、前記特定の放射線量率曲線を作成及び／又は提供す
ることを特徴とする。一定の割合での構成及び／又は調整は、一定の割合又は比例配分の
構成及び／又は調整とも称することができる。
【００３２】
　この第１の態様によれば、基質に照射するためのＸ線照射に対する特定の放射線量率曲
線を作成及び／又は提供することを意図している。
【００３３】
　該特定の放射線量率曲線は、特に今まで利用することができない放射線量率曲線である
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。この放射線量率曲線は、本発明の方法により作成及び／又は提供される。用語「作成さ
れる」は、該放射線量率曲線が形成されることを特に意味する。用語「提供される」は、
該放射線量率曲線が利用のために届けられることを特に意味する。放射線量率曲線は、上
述したような放射線量率曲線である。
【００３４】
　この特定の放射線量率曲線は、特別な方法により作成及び／又は提供される。
このための出発点は、既に利用可能な又は公知である少なくとも２つの所定の放射線量率
曲線である。これら２つの所定の放射線量率曲線は、仕様放射線量率曲線とも称すること
ができる。所定の放射線量率曲線は、互いに異なる。これらの放射線量率曲線は、例えば
、上述した較正又は測定によって作成することができる。例えば、２つの所定の放射線量
率曲線は、異なる加速電圧で測定された放射線量率曲線である。
【００３５】
　最も簡単な場合では、そのような所定の放射線量率曲線を２つ使用する。もちろん、本
発明によれば、そのような所定の放射線量率曲線を２つより多く使用することもできる。
【００３６】
　本発明によれば、前記所定の放射線量率曲線は、作成及び／又は提供される前記特定の
放射線量率曲線とは異なる。好ましくは、１つの所定の放射線量率曲線は、上限であるか
又は上限を形成し、もう１つの所定の放射線量率曲線は、下限であるか又は下限を形成す
る。本発明によれば、作成及び／又は提供される前記特定の放射線量率曲線は、好ましく
は前記所定の放射線量率曲線の間に位置する。このことは、特に、特定の放射線量率曲線
は、該特定の放射線量率曲線又はその推移が前記所定の放射線量率曲線の間に位置するよ
うにして作成されることを意味する。
【００３７】
　本発明においては、少なくとも２つのそうした所定の放射線量率曲線を採択又は選択す
る。作成及び／又は提供される放射線量率曲線は、その後前記少なくとも２つの所定の放
射線量率曲線を一定の割合で構成及び／又は調整して形成又は作成される。
【００３８】
　本発明の第２の態様においては、特定の照射特性、特に特定の放射線量率曲線を有する
Ｘ線照射を発生させる、及び／又は供給する方法が提供される。該方法は、指定の第１の
照射特性、特に所定の第１の放射線量率曲線（これは特に指定の第１の放射線量率曲線）
を有する第１の仕様のＸ線照射、及び指定の第２の照射特性、特に所定の第２の放射線量
率曲線（これは特に指定の第２の放射線量率曲線）を有する第２の仕様のＸ線照射を一定
の割合で構成及び／又は調整して前記特定の照射特性、特に前記特定の放射線量率曲線を
有する前記Ｘ線照射を発生させることによって、前記Ｘ線照射を発生させる、及び／又は
供給し、前記第２の仕様のＸ線照射が、前記第１の仕様のＸ線照射とは異なることを特徴
とする。
【００３９】
　本発明の第２の態様を用いると、Ｘ線照射が発生及び／又は供給される。このＸ線照射
は特定の照射特性を有すると考えられる。前述した該照射特性は放射特性でありうる。特
に、特定の放射線量率曲線を有するＸ線照射が発生及び／又は供給される。このように第
２の態様の方法は、第１の態様の方法の一般的に言及された構成に対する好ましい態様で
ある。そのため、上記の個々の説明はここでも参照され、組み込まれる。
【００４０】
　本発明の第３の態様によれば、特定の照射特性、特に特定の放射線量率曲線を有するＸ
線照射を発生させる、及び／又は供給する方法が提供される。該方法は、特に前述した第
２の態様の方法の好ましい態様である。そのため、上記の個々の説明はここでも参照され
、組み込まれる。本発明の第３の態様は、特定のＸ線照射源を使用した、前記方法のより
具体的な態様である。
【００４１】
　電子源を介したこの方法を用いると、電子ビームが発生する。電子ビームは加速電圧に
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より加速され、標的に向かって加速させられる。Ｘ線照射は、標的に衝突する電子ビーム
の電子によって発生する。
【００４２】
　該方法は、第１の加速電圧に関連した指定の第１の照射特性を有する第１の仕様のＸ線
照射、及び第２の加速電圧に関連した指定の第２の照射特性を有する第２の仕様のＸ線照
射を一定の割合で構成及び／又は調整して前記特定の照射特性を有する前記Ｘ線照射を作
成することによって、前記Ｘ線照射を発生させる、及び／又は供給し、前記第２の仕様の
Ｘ線照射が、前記第１の加速電圧及び前記第２の加速電圧を用いて前記電子ビームを一定
の割合で交互に加速させることを特徴とする。ここで、前記第２の仕様のＸ線照射は、前
記第１の仕様のＸ線照射とは異なる。
【００４３】
　この態様の方法を用いると、Ｘ線照射を発生させるための装置が提供される。この装置
はＸ線照射源を有し、又はＸ線照射源として設計される。
【００４４】
　好ましくは、本発明の上記３つの態様の方法は、後述される本発明に係る装置を用いて
実施される。そのため、後述される本発明に係る装置に関する説明はここでも該当する。
【００４５】
　本発明は、低エネルギー及び／又は軟Ｘ線照射の発生に向けられることが好ましい。前
記装置は、放射線照射装置の一部であることが好ましい。
【００４６】
　本発明の基礎的特徴は、特に、Ｘ線照射源、特に２つ又はそれより多い加速電圧で使用
するように設計されたＸ線照射源を、特に第１の加速電圧に関連した、第１の放射線量率
曲線及び特に第２の加速電圧に関連した、第２の放射線量率曲線の間に位置する放射線量
率曲線を提供することができるように操作することである。この目的のために、特に所定
の又は固定されたプランの個々の装置は、第１の加速電圧と第２の加速電圧、及び任意に
更なる加速電圧で交互に操作される。
【００４７】
　特に、本発明では、放射線量率曲線の調整は加速電圧を変更することによって行うこと
ができる。
【００４８】
　従来技術による公知の解決法に比べて、本発明は、操作中、例えば、処置の間、固定さ
れた加速電圧から変移させることを可能にする。
【００４９】
　放射線量率曲線、特に水中での深部線量率曲線（ＤＤＣ）は、例えばＸ線照射源の製造
又は再較正の間に、少数の加速電圧に対して（最小のケースは２つ）、測定されればよい
。異なる放射線量率曲線の作成及び／又は提供は、例えば、測定した放射線量率曲線を調
整して、特に計算装置、ソフトウェア等により、所望する放射線量率曲線の計算及び／又
は決定によって行うことができる。計算装置は、計算ユニット又は計算手段とも称する。
【００５０】
  一般に、既に記載された又はこれから記載される本発明の装置に含まれる全ての器具（
装置）は、それぞれユニット又は手段と称されることがある。
【００５１】
　特に、前記調整は、所定の放射線量率曲線とそこでの放射線照射時間の間の一定の割合
の関係を決定することにより行われる。その後の処理は、計算された各種加速電圧を用い
て比例的な放射線照射によって実施することができる。
【００５２】
　ごく少数の放射線量率曲線、特に所定の放射線量率曲線の測定及びこれらの測定曲線か
らの放射線量率曲線、特に所定の放射線量率曲線のシミュレーションにより、かなりのコ
ストの低減を図ることができる。
【００５３】
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　このことは実施例により実証される。例えば、Ｘ線照射源の製造の間に、３０ｋＶ及び
５０ｋＶの加速電圧に対する放射線量率曲線、特に水中での深部線量率曲線（ＤＤＣ）を
測定又は調査する。これらは特に所定の放射線量率曲線である。これらの放射線量率曲線
から、４０ｋＶ、すなわち特定の部分である３０ｋＶと特定の部分である５０ｋＶの間に
位置する加速電圧に対し、放射線量率曲線、特に水中での深部線量率曲線（ＤＤＣ）を作
成することができる。この放射線量率曲線は特に特定の放射線量率曲線である。例えば、
０．６９部の５０ｋＶの放射線量率曲線と０．３１部の３０ｋＶの放射線量率曲線により
、４０ｋＶの放射線量率曲線を作成又は発生させることができる。
【００５４】
　好ましくは、本発明の第１の態様に関して、前記特定の放射線量率曲線を、前記所定の
放射線量率曲線から決定及び／又は算出することができる。本発明の第２の態様及び第３
の態様に関して、前記特定の照射特性、特に前記特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ線
照射を、前記指定の照射特性、特に前記所定の放射線量率曲線を有する前記仕様のＸ線照
射から決定及び／又は算出することができる。この目的のために、特に計算装置を設ける
ことができ、そこでは計算及び／又は決定が行われる。計算のために、特定のソフトウェ
ア及び／又は計算機プログラム製品を使用することができる。このアプローチの利点は既
に上述した。特に、特定の放射線量率曲線及び／又は特定の照射特性を有するＸ線照射は
、測定された所定の値からシミュレーションすることができる。このことは、ごくわずか
な測定だけを実際に行う必要があり、これが前記方法の簡略化及びコスト低減をもたらす
ことを意味する。
【００５５】
　本発明の第１の態様に関する別の態様においては、前記特定の放射線量率曲線を、特定
の放射線量率曲線の仕様値から決定及び／又は算出することができる。本発明の第２の態
様及び第３の態様に関して、特定の照射特性、特に特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ
線照射を、特定の照射特性、特に特定の放射線量率曲線を有するＸ線照射の仕様値から決
定及び／又は算出することができる。このことは、使用者サイドから、特定の利用目的等
のため、個々の仕様が作られることを意味する。例えば、使用者が所望する、特定の放射
線量率曲線による放射線照射及び／又は使用者によって発生された、特定の照射特性をも
つＸ線照射が達成される。前述した態様においては、所与の放射線量率曲線及び／又は仕
様のＸ線照射からの最良の調整又は近似は、例えば、その目的のために供給された発生装
置での個々の計算によってなされる。該発生装置は、発生ユニット又は発生手段とも称さ
れる。該発生装置については、本発明の装置に関連して詳細に後述する。該発生装置は、
計算装置の一部、又は計算装置とすることができる。この目的のために使用される調整パ
ラメータは、仕様の割合比を決定し、それにより個々の放射線照射時間を決定する。
【００５６】
　好ましくは、前記作成及び／又は提供される特定の放射線量率曲線、又は特定の照射特
性、特に前記特定の放射線量率曲線を有する、前記作成及び／又は提供されるＸ線照射の
パラメータ及び／又は値を、記憶装置内に保存する。記憶ユニット又は記憶手段とも称さ
れる該記憶装置については、本発明の装置に関連して詳細に後述する。これにより、さら
なる利用のために保存データが利用可能となる。そこでは、Ｘ線照射を発生及び／又は供
給するための個々の装置、特にそのような装置の計算装置が該記憶装置を備えるか、少な
くともインターフェイスを介して該記憶装置にアクセスできることが好ましい。
【００５７】
　別の態様では、本発明の第１の側面においては、前記特定の放射線量率曲線を、前記少
なくとも２つの所定の放射線量率曲線を構成及び／又は調整して時間経過又は時間変化に
する、又は本発明の第２の側面においては、前記特定の照射特性、特に前記特定の放射線
量率曲線を有する前記Ｘ線照射を、前記第１の仕様のＸ線照射及び前記第２の仕様のＸ線
照射を構成及び／又は調整して時間経過又は時間変化にする、又は本発明の第３の側面に
おいては、前記電子ビームを、時間経過又は時間変化に合わせて前記第１の加速電圧及び
前記第２の加速電圧を用いて加速させることが好ましい。このことは、例えば、タイムス
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イッチユニット又はタイムスイッチ手段とも称されるタイムスイッチ装置で具体化するこ
とができる。該タイムスイッチ装置については、本発明の装置に関連して詳細に後述する
。
【００５８】
　このことは、発生及び／又は提供された結果に基づく放射線照射は、経過又は変化に合
わせて実施することができることを意味する。いずれの場合であれ、トータルの放射線照
射時間の後では、個々に算出された放射線照射の時間が実施されたことが確保される。例
えば、好ましい態様においては、秒又は分当たりの加速電圧の変化を繰り返すことができ
る。前述した例を戻って参照すると、例えば、加速電圧の変化の繰り返しは、放射線照射
の間、例えば、５０ｋＶで０．６９＊１分、次いで３０ｋＶで０．３１＊１分、そして、
このルーチンを約２０回実施して行われる。別の態様においては、一定の割合での経過に
合わせて放射線照射することもできる。例えば、５０ｋＶで０．６９＊２０分、次いで３
０ｋＶで０．３１＊２０分である。
【００５９】
　本発明の第１の態様の前記特定の放射線量率曲線を、線形結合によって前記少なくとも
２つの所定の放射線量率曲線から作成及び／又は調整する、又は本発明の第２又は第３の
態様の前記特定の照射特性、特に前記特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ線照射を、前
記第１の仕様のＸ線照射及び前記第２の仕様のＸ線照射から線形結合によって生成及び／
又は調整することが好ましい。線形結合は数学的方法として知られる。線形結合は、特に
ベクトルであり、これは、他のいくつかのベクトルの合計で構成される。したがって、全
ての加速電圧に対して、全ての放射線量率曲線の測定はもはや必要ではない。欠けている
放射線量率曲線は、測定された放射線量率曲線の線形結合の手段により、測定された２，
３の放射線量率曲線で形成される。
【００６０】
　以下の本明細書においては、各種装置について説明がなされているが、該装置は特に上
記方法を実施するのに適している。そのため、該装置に関して、本発明の方法に関する上
記記載は参照され、その内容は参照によって組み込まれ、その逆も同様である。
【００６１】
　本発明の第４の態様においては、該態様は特に上記本発明の第１の態様に対応するが、
基質を照射するためのＸ線照射の特定の放射線量率曲線を作成及び／又は提供する装置が
提供される。この装置は、作成及び／又は提供される前記特定の放射線量率曲線とは異な
る少なくとも２つの所定の放射線量率曲線を選択する選択装置を備え、並びに前記少なく
とも２つの所定の放射線量率曲線から一定の割合で前記特定の放射線量率曲線を構成及び
／又は調整する装置を備えることを特徴とする。該選択装置は、選択ユニット又は選択手
段とも称される。該構成及び／又は調整する装置は、構成及び／又は調整するユニット又
は手段とも称される。該装置の態様及び機能概念に関して、本発明の方法に関する記載が
参照され、その内容は参照によってここに組み込まれる。
【００６２】
　本発明の第５の態様においては、該態様は特に上記本発明の第２の態様に対応するが、
特定の照射特性、特に特定の放射線量率曲線を有するＸ線照射を発生させる、及び／又は
供給する装置が提供される。この装置は、指定の第１の照射特性、特に規定の第１の放射
線量率曲線を有する第１の仕様のＸ線照射、及び指定の第２の照射特性、特に所定の第２
の放射線量率曲線を有する、前記第１の仕様のＸ線照射とは異なる、第２の仕様のＸ線照
射を発生させる、及び／又は供給する装置を備え、かつ、前記特定の照射特性、特に前記
特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ線照射を、前記第１の仕様のＸ線照射及び前記第２
の仕様のＸ線照射から一定の割合で構成及び／又は調整する装置とを備えることを特徴と
する。該装置の態様及び機能概念に関して、本発明の方法に関する記載が参照され、その
内容は参照によってここに組み込まれる。
【００６３】
　本発明の第６の態様においては、該態様は特に上記本発明の第３の態様に対応するが、
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特定の照射特性、特に特定の放射線量率曲線を有するＸ線照射を発生させる、及び／又は
供給する装置が提供される。この装置は、電子ビームを発生させる電子源と、前記電子ビ
ームの電子が標的に衝突することによってＸ線照射を発生させる前記標的と、印加される
加速電圧によって前記電子ビームの前記電子を加速させる加速装置と、第１の加速電圧に
関連した、指定の第１の照射特性、特に所定の第１の放射線量率曲線を有する第１の仕様
のＸ線照射、及び第２の加速電圧に関連した、指定の第２の照射特性、特に所定の第２の
放射線量率曲線を有する、前記第１の仕様のＸ線照射とは異なる、第２の仕様のＸ線照射
を発生させる、及び／又は供給する装置と、前記特定の照射特性、特に前記特定の放射線
量率曲線を有する前記Ｘ線照射を、前記第１の仕様のＸ線照射及び前記第２の仕様のＸ線
照射から一定の割合で構成及び／又は調整する装置であって、前記電子ビームを、前記第
１の加速電圧及び前記第２の加速電圧を用いて一定の割合で交互に加速させる、又は加速
させることができるよう、前記加速装置を操作するように設計されている装置とを備える
ことを特徴とする。該装置の態様及び機能概念に関して、本発明の方法に関する記載が参
照され、その内容は参照によってここに組み込まれる。
【００６４】
　上記装置は、まず電子源を有する。電子源により、電子が発生され、特に電子ビームと
して放射される。このように、電子源は、特に電子ビームを発生させる。さらに、該装置
は、標的を有し、該標的は例えば金で形成される。該標的はＸ線照射を実際に発生させる
。電子源により発生された電子は電子ビームとして標的に衝突する。標的に衝突する電子
ビームの電子により、標的から放射されるＸ線照射が発生する。
【００６５】
　本発明の方法並びに本発明の装置は、特に術中の放射線照射の分野で使用される。そこ
では、Ｘ線照射、特に短距離のＸ線照射が使用され、直接放射線照射の位置、例えば、腫
瘍又は腫瘍床に照射される。この目的のために使用されるＸ線照射源において、電子は電
子源で発生される。電子は電子ビームとして、加速電圧により例えば金からなる標的に向
かって加速される。そこで特に低エネルギーのＸ線照射が発生し、該Ｘ線照射は等方性に
放射され、放射線照射すべき組織内に浸透する。
【００６６】
　ベリリウムからなる先端を備えたＸ線プローブがしばしば、そうした放射線照射治療に
おいて使用される。ベリリウムはＸ線照射のための、ほとんど透明な材料である。Ｘ線プ
ローブは、真空電子ビーム管として設計するのが好ましい。この真空電子ビーム管では、
電子ビームが電子源により発生し、次いで、加速電圧により加速される。電子ビームは標
的に向けられる。標的上では、電子は突然に減速し、Ｘ線照射が発生する。
【００６７】
　そうした装置は、電子アクセラレータとも称される、加速電圧により電子を加速する加
速器を設けることが好ましい。加速器又はアクセラレータは、加速ユニット又は加速手段
とも称される。電子の加速は、特に加速器に印加される高電圧によりもたらされる。好ま
しくは、本発明の装置は、加速器を作動させるように設計される。このことは、例えば、
該装置は、前記加速器により、所望する加速電圧が供給されるように該加速器を操作する
よう設計されていることを意味する。加速器の操作は、特に該装置を操作している間に、
加速器を作動させることにより、標的に衝突する電子ビームを加速させるための加速電圧
の値を変化させる又は変化可能にするようにしてなされることが好ましい。好ましくは、
加速器を介して、各種加速電圧を切り替える。このように該加速器は、少なくとも２つの
異なる加速電圧の間で選択的な切り替えができるように設計される。例えば、該加速器は
、計算装置の一部としてもよく、又は計算装置により制御させることができる。
【００６８】
　この好ましい態様により、特に固定された電圧からの脱却が可能となり、その結果、特
に各種放射線量率曲線を発生させることができる。このことは、前記装置は、好ましくは
、前記加速器を介して、電子ビームを標的に向かって各種加速電圧で加速することができ
るように、加速器を操作するように設計されていることを意味する。
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【００６９】
　本発明は、一定の加速電圧に限定されない。好ましくは、０～１５０ｋＶの加速電圧が
印加される。組織への放射線照射のためには、１０～１００ｋＶの加速電圧を印加するこ
とが好ましい。
【００７０】
　本発明の装置は、所定の放射線量率曲線から前記特定の放射線量率曲線を決定及び／又
は計算する、又は前記特定の照射特性、特に前記特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ線
照射を、前記指定の照射特性、特に前記指定の放射線量率曲線を有する前記仕様のＸ線照
射から決定及び／又は計算する計算装置を備えることが好ましい。
【００７１】
　代替として又は追加して、本発明の装置は、前記特定の放射線量率曲線又は前記特定の
照射特性、特に前記特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ線照射のパラメータ及び／又は
値を記憶する記憶装置を備えることが好ましい。
【００７２】
　別の態様においては、　本発明の装置は、特定の放射線量率曲線の仕様値又は特定の照
射特性、特に前記特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ線照射の仕様値を、受け取るイン
ターフェイス及び／又は入力する入力装置を備えることができる。該仕様値は、インター
フェイスを介して、特に外部から上記装置に送られる。入力ユニット又は入力手段とも称
される前記入力装置は、例えば、キーボード、タッチパネル、データ等を読み取るリーダ
ーである。
【００７３】
　別の態様においては、本発明の装置は、特定の放射線量率曲線、又は特定の照射特性、
特に特定の放射線量率曲線を有するＸ線照射を仕様値から発生させる発生装置を備えるこ
とができる。該装置の機能概念に関して、本発明の方法に関する記載が参照され、その内
容は参照によってここに組み込まれる。
【００７４】
　本発明の装置は、前記特定の放射線量率曲線を、前記少なくとも２つの所定の放射線量
率曲線から、時間経過又は時間変化に合わせて構成及び／又は調整する、又は構成及び／
又は調整することができるように設計されたタイムスイッチ装置を備える、又は前記特定
の照射特性、特に前記特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ線照射を、前記第１の仕様の
Ｘ線照射及び前記第２の仕様のＸ線照射から、時間経過又は時間変化に合わせて構成及び
／又は調整する、又は構成及び／又は調整することができる、又は前記電子ビームを、前
記第１の加速電圧及び前記第２の加速電圧を用いて時間経過又は時間変化に合わせて加速
する、又は加速させることができることが好ましい。該装置の機能概念に関して、本発明
の方法に関する記載が参照され、その内容は参照によってここに組み込まれる。
【００７５】
　本発明に係る装置は、特に既に説明した本発明に係る方法を実施するための手段である
。したがって、該方法に関する全ての前記記載は該装置に当てはまり、その逆も同様であ
る。
【００７６】
　本発明は、添付図面を参照しつつ、例示態様に関して詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】放射線照射装置による基質への放射線照射を表す概略図である。
【図２】Ｘ線照射を発生させるための装置を示す図である。
【図３】基質への放射線照射に対する、放射線量率曲線の例を示す図である。
【図４】水中での深部線量率曲線の例を示す図である。
【図５】所定の放射線量率曲線と目標とする放射線量率曲線との間の偏差（deviation）
を示す図である。
【図６】基質に放射線照射をするためのフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００７８】
　図１には、放射線照射装置による基質１への放射線照射を概略的に示している。一般に
、放射線照射の間、例えばアプリケータ４に導入される又は配置される、照射源３は、放
射線照射される基質１の表面に配置される。放射線照射の目標は、基質１内の箇所２（例
えば腫瘍）に放射線照射することである。
【００７９】
  使用者、例えば医師は、放射線照射のために放射線照射される箇所２に放射されるか、
又は該位置に到達するか、又は該位置に吸収される放射線量を決定又は設定する。このこ
とは、例えば、放射線量を決定する使用者によって行われる。放射線量は、放射線量値と
も称され、放射線照射される特定の地点、例えば、箇所２の例えば地点Ｃに加えられる。
【００８０】
  次いで、放射線量は、照射源３から放射される放射線量率及び放射線照射時間に基づい
て加えられる。必要とされる放射線量（地点Ｃで必要とされる放射線量値を意味する）は
、地点Ｃに存在する放射線量率値及び放射線照射時間に基づいて加えられる。しかしなが
ら、照射源３は、矢印５に示すように、全ての立体的方向に放射するため、放射線量率値
は、基質１内の地点Ａ及びＢにも適用される。
【００８１】
　図１の地点Ａは、基質１の表面すぐの場所であり、このことは、該箇所において、照射
源３が配置されることを意味する。地点Ｃは、基質１内にあり、より具体的には地点２に
あり、ここは放射線照射され、基質１の表面から離れていることを意味する。地点Ｂも基
質１内にあるが、地点Ｃほどは深くない。地点Ｂは、地点Ａ及びＣの間にある。
【００８２】
　放射線照射される地点２に放射線照射する間、照射源３からの照射は全ての立体的方向
に伝播するため、放射線照射の間、地点Ａ、Ｂ及びＣには異なる放射線量率値が存在する
。これは、放射線量率は照射源３から供給され、照射源３のアイソセンタからの距離が増
加するにつれて減少するために生じる。
【００８３】
　放射線照射時間により、特定の放射線量が地点Ａ、Ｂ及びＣに生じる。放射線量は、放
射線量率又は放射線量率値及び放射線照射時間の積に対応するからである。
【００８４】
　したがって、地点Ａに存在する放射線量率値及び放射線量は、地点Ｂ及びＣに存在する
放射線量率値及び放射線量よりも大きい又は高い。地点Ｂに存在する放射線量率値及び放
射線量は、地点Ｃに存在する放射線量率値及び放射線量よりも大きい又は高い。
【００８５】
　Ｘ線照射は、図２に示されている装置３０により発生させることができる。装置３０は
特に術中の放射線照射の分野で使用される。
【００８６】
　装置３０は第一に電子源３１を備える。電子源３１により、特に電子ビーム３２として
放射される電子が発生する。電子源３１は、特に電子ビーム３２を発生させる。さらに、
該装置は、標的３３を備え、該標的は例えば金で形成することができる。標的３３は、Ｘ
線照射及び／又はＸ線照射野を実際に発生させ、これらは標的３３から生じている矢印に
よって表している。標的３３は、Ｘ線プローブ真空管３４内に、その末端において配置さ
れている。
【００８７】
　電子源３１により発生する電子は、電子ビーム３２として標的３３に衝突する。そこで
は、電子ビーム３２の電子は減速し、Ｘ線照射が発生する。特定の照射特性、特に特定の
放射線量率曲線を有する該Ｘ線照射は、標的３３から放射される。
【００８８】
　さらに、装置３０は、計算装置３５を備える。この計算装置３５により、Ｘ線照射を操
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作することが可能となる。
【００８９】
　さらに、装置３０は、電子ビーム３２を偏向させるために偏向器３６を備える。偏向器
３６は、例えば、磁気偏向コイルとすることができる。偏向器３６により、磁場を形成す
ることができ、電子ビーム３２の電子が偏向され、該電子は標的３３に向かって加速され
ており、このことは、電子ビームの破線で示している。これにより、電子が標的３３に衝
突する位置を設定することが可能になる。その結果、特に、発生し、放射されたＸ線照射
の空間的照射ファイルを調整することができる。偏向器３６により、電子ビーム３２は標
的３３上を移動させることができる。
【００９０】
　また、装置３０は、印加された加速電圧、特に、高電圧により、電子を加速するための
加速器３７を備える。計算装置３５は、対応する接続線により図２に表されている加速器
３７を作動させるように設計される。このことは、加速器３７を介して所望する加速電圧
が印加されるようにして、計算装置３５は加速器３７を操作するよう設計されていること
を意味する。計算装置３５を介した加速器３７の作動は、加速器３７を作動することによ
り、標的３３に衝突する電子ビーム３２を加速するための加速電圧が変更されるようにし
てなされる。計算装置３５により、放射線照射中に、少なくとも２つの異なる加速電圧値
の間を切り替える（スイッチする）ことができる。この目的のため、対応して加速器３７
は計算装置３５を介して作動、例えば、制御される。
【００９１】
　計算装置３５は、他の図面に関連して記載したように、前記所定の放射線量率曲線から
前記特定の放射線量率曲線を決定及び／又は計算する、又は前記特定の照射特性、特に前
記特定の放射線量率曲線を有する前記Ｘ線照射を、前記指定の照射特性、特に前記所定の
放射線量率曲線を有する前記仕様のＸ線照射から決定及び／又は計算するために使用され
る。
【００９２】
　発生された又は計算された放射線量率曲線若しくはパラメータ及び／又は特定の照射特
性、特に特定の放射線量率曲線を有するＸ線照射の値は、記憶装置３８に記憶させること
ができる。記憶装置３８は、計算装置３５に割り当てる又は含めることができる。
【００９３】
　さらに、計算装置３５は、インターフェイス３９及び入力装置４０を備えて、本発明を
実施するために必要な、要求される仕様値を受け取る又は入力することができる。
【００９４】
　計算装置３５の一部であることが好ましい発生装置４１において、特定の放射線量率曲
線、又は特定の照射特性、特に特定の放射線量率曲線を有するＸ線照射を仕様値から発生
させることができる。
【００９５】
　計算装置３５の一部であることが好ましいタイムスイッチ装置４２により、発生された
及び／又は供給された結果に基づく放射線照射を経過又は変化に合わせて行うことができ
る。
【００９６】
　装置３０は、Ｘ線照射野５０、５１、５２を発生及び／又は提供するために使用して、
基質１、例えば組織（図示せず）に放射線照射することができる。
【００９７】
　図１に示す基質１、詳しくは、放射線照射される基質の箇所２に放射線照射することを
望む使用者は、事前に、放射線照射時間の後に地点Ａ、Ｂ及びＣに適用されることになる
放射線量を決定する。
【００９８】
　この決定は例えば図３に示した図面のように行うことができる。図３には、基質１を放
射線照射するための放射線量率曲線の例示を表した図面が示されている。そのｙ軸は物理
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単位グレイ[Ｇｙ]で示した放射線量、ｘ軸は物理単位ミリメートル[ｍｍ] で示したアイ
ソセンタまでの距離を表す。
【００９９】
　図３の図面からわかるように、図１を考慮すると、地点Ａにおいて、１０グレイの放射
線量が適用されている。地点Ｂにおいて、７グレイの放射線量が適用されている。地点Ｃ
において、３．５グレイの放射線量が適用されている。異なる地点の放射線量、例えば地
点Ｂ及びＣの放射線量は、矢印７及び８によって決定することができる。
【０１００】
　さらに図３の図面からわかるように、図３には、アイソセンタからの距離にわたって放
射線量がプロットされており、図１に合わせて地点Ａは基質１の表面にあり、このことは
、照射源３からすぐの所にあることを意味する。地点Ｂは図１において地点Ａ及びＣの間
にあって、基質１内１０ｍｍの深さにある。箇所２に対応する、図１において示した放射
線照射される地点Ｃは、基質１の表面の下、３０ｍｍの深さにあり、このことは基質１内
であることを意味する。
【０１０１】
　地点Ａ、Ｂ及びＣに対する固定された放射線量により、放射線量曲線６を作成すること
ができる。この放射線量曲線６により、例えば、別の地点（図示せず）に対する放射線量
も決定することができる。
【０１０２】
　異なる地点を接続した曲線を、異なる放射線量及び異なる放射線量率に対して作成する
ことができる。第１のケースにおいては、放射線量曲線が作成される。第２のケースにお
いては、放射線量率曲線が形成され、これは図４に３通り示している。
【０１０３】
　図４においては、水中での深部線量率曲線１０、１１、１２（以後、放射線量率曲線と
も称する）の例を表した図面を示している。水中での深部線量率曲線は、図３に関して既
に述べたように、放射線量率値に依存したいくつかの距離で構成される。
【０１０４】
　図４においては、照射源３のアイソセンタまでの距離に対する、水中での深部線量率の
値又は放射線量率曲線の図面を示している。
【０１０５】
　水中での深部線量率は、基質に対して放射線照射時間の間、適用する必要がある放射線
量率であり、所定の放射線量が発生又は適用される。放射線照射時間は、放射線照射時間
枠、継続時間又は処置時間、時間枠又は作業の所要時間とも称する。簡単にいうと、放射
線量は、放射線量率と放射線照射時間の積によって発生させることができる。
【０１０６】
　放射線量率及び／又は水中での深部線量率の物理単位は、グレイ／分[Ｇｙ／分]で与え
られる。図４に示した水中での深部線量率はｙ軸である。一般にプロットは対数で行われ
る。図４の図面のｘ軸は、アイソセンタまでの距離を示している。該距離は物理単位ミリ
メートル[ｍｍ]で与えられる。
【０１０７】
　照射源３から放射される照射は、放射の箇所のすぐ後が最も高い。このことは、例えば
、図４において、アイソセンタ３までの距離が小さいところでは、放射線量率曲線は最も
高い値を示す事実から理解できる。
【０１０８】
　図４には、全体で３つの曲線１０、１１、１２が示されている。この３つの曲線１０、
１１、１２は１つの特定の放射線量率曲線１０と２つの所定の放射線量率曲線１１、１２
である。所定の放射線量率曲線１１、１２の推移は、照射源３における個々の加速電圧の
印加により発生する。
【０１０９】
　照射源３において加速電圧を印加することにより、Ｘ線照射が照射源３から発生し、放
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射される。該Ｘ線照射は、照射源３から離れた所よりも、照射源３のすぐ近くの方が高い
。Ｘ線照射の発生については、例えば、図２から導き出すことができる。簡単にいうと、
照射の強度又は照射は、照射源３までの距離又はアイソセンタまでの距離が増えるにつれ
て減少する。この挙動は、図４に示された、３つの放射線量率曲線１０、１１、１２にも
示されている。
【０１１０】
　基質、例えば組織を指定の照射で放射線照射するのであれば、照射が到達する箇所は非
常に重要である。このことは、図１に示すように、照射源３は、通常、放射線照射する箇
所２に又は箇所２の中に直接案内されないために、放射線照射する箇所２と照射源３の間
に距離が存在するときに当てはまる。
【０１１１】
　図１と図３に示すように、箇所２に放射線照射するために、３．５グレイの放射線量が
地点Ｃにおいて適用される。地点Ｃは基質１の表面から３０ｍｍの深さにある。図４を用
いることにより、一般に、所定の放射線量率曲線１１、１２を考慮して、どの条件（どの
放射線量率値及び放射線照射時間であるかを意味する）がそのために必要であるかを決定
することができる。
【０１１２】
　既に述べたように、所定の放射線量率曲線１１、１２は加速電圧を印加することにより
作成される。このことは、特定の加速電圧は特有の放射線量率曲線１１、１２をもたらす
ことを意味する。対照的に、異なる加速電圧は異なる放射線量率曲線１１、１２をもたら
す。例えば、図４に示された所定の放射線量率曲線１１、１２は異なる２つの加速電圧を
印加することにより作成される。
【０１１３】
　例えば、電子ビームが５０ｋＶの加速電圧で加速されるところでｘ線照射を発生させる
ことができる。この加速電圧により、例えば、放射線量率曲線１１を形成することができ
る。例えば、ＡＣ３０ｋＶを印加することにより、例えば、放射線量率曲線１２を形成す
ることができる。
【０１１４】
　例として、３０ｍｍの深さにある図１に示した地点Ｃにおいて、必要な放射線量である
３．５グレイが適用される。このことは、例えば、所定の放射線量率曲線１１を用いるか
、又は、所定の放射線量率曲線１２を用いることにより達成することができる。
【０１１５】
　例えば、２つの加速電圧が印加されると、放射線量率曲線１１、１２を得ることができ
る。
【０１１６】
　図４からわかるように、基質１の表面から３０ｍｍの深さ（地点Ｃ）における所定の放
射線量率曲線１１又は１２を用いることにより、０．２グレイ／分の放射線量率値（所定
の放射線量率曲線１１）又は０．０５グレイ／分の放射線量率値（所定の放射線量率曲線
１２）が適用される。このことは矢印２１及び２２から明らかである。
【０１１７】
　地点Ｃにおいて、必要とされる３．５グレイの放射線量を適用するために、放射線照射
は、放射線量率曲線１１を用いるときは１７．５分間、継続する必要があり、放射線量率
曲線１２を用いるときは７０分間、継続する必要がある。
【０１１８】
  図３からわかるように、使用者により、地点Ａ及び地点Ｂにおいても、指定の放射線量
を加えることが決定される。したがって、３つの全ての地点（Ａ、Ｂ、Ｃ）において、指
定の放射線量が加えられるが、このことは、所定の放射線量率曲線１１又は所定の放射線
量率曲線１２それ自体では可能でない。放射線量率曲線１１を用いて地点Ａ、Ｂ及びＣに
おいて３つの放射線量を加えるのであれば、地点Ｃに対して必要な１７．５分の放射線照
射時間を用いると、地点Ａでは１０グレイを超える放射線量、地点Ｂでは７グレイを超え
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る放射線量を加えることになる。しかしながら、このような結果は使用者には受け入れら
れない。同様のことは放射線量率曲線１２に当てはまる。
【０１１９】
  しかしながら、地点Ａ、Ｂ及びＣに対して必要な放射線量は、特定の放射線量率曲線１
０により加えることができる。さらに、４０ｋＶの加速電圧により放射線量率曲線１０が
得られるが、該電圧に対し、今まで測定値は利用されていない。こうした状況下、本発明
の方法を用いた放射線照射は可能である。
【０１２０】
  既に説明したように、必要な放射線量は、特定の放射線量率曲線１０の形の放射線量率
値により、放射線量曲線として得ることができる。そこでは、全体の放射線照射時間を、
例えば１０分間に見積もることができる。このことは、４０ｋＶの加速電圧を印加する照
射を用いて基質に放射線照射する間に、３つの全ての地点Ａ、Ｂ及びＣで、１０分間の放
射線照射時間の経過後に必要な放射線量が加えられることを意味する。
【０１２１】
　このことは、上述したように、２つ又はそれより多い所定の放射線量率曲線１１、１２
を一定の割合で用いることにより実施される。図４に示した例において、適合する（これ
は特定であることを意味する）放射線量率曲線１０は、所定の放射線量率曲線１１、１２
の間に位置する。
【０１２２】
　本発明の方法を使用するとき、所定の放射線量率曲線１１、１２を一定の割合で構成さ
せることにより、特定の放射線量率曲線１０が作成される。このことは、例えば、適当な
制御アルゴリズムにより行うことができる。
【０１２３】
　例えば、調整は、アイソセンタからの１つ又はいくつかの距離に対して、指定の放射線
量率値を決定することにより行うことができる。このことは、使用者が直接に、又は計算
プログラムにより決定される。これらの決定された放射線量率値は、その後、特定の放射
線量率曲線１０を結果として生じさせる。
【０１２４】
　その場合、必要な特定の放射線量率曲線１０は、所定の放射線量率曲線１１、１２の放
射線量率値を一定の割合で用いることにより、所定の放射線量率曲線１１、１２により形
成することができる。該放射線量率値は、照射源３のアイソセンタからの対応する距離（
これは同じ距離を意味する）に対して、利用することが可能である。
【０１２５】
  よりよい理解のために、上記について、例を用いて再度述べる。基質１の表面下３０ｍ
ｍにある地点Ｃにおいて、３．５グレイの放射線量が加えられる。このことは、例えば、
利用できる２つの放射線量率曲線１１、１２（これは所定の放射線量率曲線１１、１２を
意味する）により、放射線照射時間を調整することにより達成することができる。しかし
ながら、基質１の表面下１０ｍｍにある地点Ｂにおいて、地点Ｃに対する放射線照射時間
を使用した場合は、７グレイの放射線量が加えられるならば、地点Ｂにおける必要な放射
線量を達成することはできない。
【０１２６】
  しかしながら、地点Ｂ及びＣにおいて、所定の放射線量率曲線１１、１２を一定の割合
で組み合わせることにより、必要な放射線量を加えることができる。放射線照射時間、例
えば、１０分間の設定を考慮した場合、地点Ｂ及びＣにおいて必要な放射線量を、例えば
、所定の（第１の）放射線量率曲線１１を０．６９部、及び所定の（第２の）放射線量率
曲線１２を０．３１部用いることにより加えることができる。該部又は割当の決定は、既
に述べたように、制御アルゴリズムにより行うことができる。その場合、加速電圧は対応
するように切り替えられる。一定の割合の調整が達成されるように、その異なる加速電圧
を交替で照射源３に印加することができる。そこでは、変化又はスイッチングを自由に選
択することができる。この調整は、既に述べたように、例えば、計算機プログラム又はシ
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ミュレーションプログラムの手段を用いて行うことができる。
【０１２７】
　所定の放射線量率曲線１１、１２又は地点Ｂ及びＣの放射線量率値は変えることができ
ないので、所定の放射線量率曲線１１、１２を用いるときは、決定された割当は結果とし
て放射線照射時間に影響を及ぼす。放射線照射時間を１０分間とした上述した例に関して
、所定の（第１の）放射線量率曲線１１を用いると、１０分間の０．６９倍の結果となり
、所定の（第２の）放射線量率曲線１２を用いると、１０分間の０．３１倍の結果となる
。
【０１２８】
　図５において、２つの所定の放射線量率曲線１１、１２を一定の割合で構成した特定の
放射線量率曲線１０と、目標の放射線量率曲線の間の偏差を描いた図面が示されている。
【０１２９】
　該図面のｙ軸には、偏差がパーセントで与えられており、これは特定の放射線量率曲線
と目標の放射線量率曲線の間で生ずる。該図面のｘ軸には、照射源を意味するアイソセン
タまでの距離が与えられている。
【０１３０】
　図５の図面からわかるように、２つ又はそれよりも多い所定の放射線量率曲線１１、１
２による特定の放射線量率曲線１０の作成は、目標の放射線量率曲線が少なくとも２つの
所定の放射線量率曲線１１、１２の一定の割合の構成により、完全には近似されておらず
、誤差を前提にしている。このことは、特定の放射線量率曲線１０に調整することにより
、目標の放射線量率曲線への近似化のみが行われるという事実が原因である。特定の放射
線量率曲線１０の計算は、誤差が可能な限り小さくなるように、可能な限り正確に行われ
る。このことは、真実が十分に反映されることを意味する。
【０１３１】
　さらに、図５の図面からわかるように、２つの所定の放射線量率曲線１１、１２の一定
の割合で構成された特定の放射線量率曲線１０と、測定された又は計算された放射線量率
曲線を意味する目標の放射線量率曲線との間の調整の誤差は数パーセントの範囲にあり、
この場合は１パーセントからマイナス５パーセントの範囲にある。該誤差は非常に小さい
ので、調整は、該誤差を受けるとしても十分に正確であると考えられる。このことは、た
とえ設計が同一であっても、全ての照射源３が同じ放射線量率曲線１１、１２を発生しな
いという事実によって支持される。
【０１３２】
　図６においては、基質１に放射線照射するための２つの異なるアプローチが示されてい
る。
【０１３３】
　図６に示されたアプローチはフローチャートで与えられており、一般に、図１、３及び
４の例が参照される。
【０１３４】
　照射源３の手段により基質１に放射線照射するため、使用者は、アイソセンタからの各
種距離に対して、各種の必要な放射線量を決定する（ステップ１００）、又はこれらの放
射線量を設定する。このことは、例えば図３に示している。
【０１３５】
　さらにステップ１０１において、所望する放射線量に基づいて必要な放射線量曲線を決
定する。
【０１３６】
　基質１への公知の放射線照射を用いると、放射線量率曲線１１又は１２のうちの１つだ
け（これは所定の放射線量率曲線１１、１２の１つだけを意味する）を利用できることが
多い。２つの放射線量率曲線１１、１２が利用できると、使用者は、所定の放射線量率曲
線から最も適切な放射線量率曲線１１又は１２（ＤＤＣ）を選択する（ステップ２００）
。選択した所定の放射線量率曲線１１又は１２に基づいて、使用者は、必要な放射線照射
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時間を決定する（ステップ２０１）。後に、基質１の放射線照射を行う（ステップ４００
）。
【０１３７】
　このアプローチを用いると、使用者によって所望され、特定された放射線量は、放射線
量曲線として得られず、基質１は所望するように放射線照射されないことが起こりうる。
【０１３８】
　本発明の方法によれば、あらゆる特定の放射線量率曲線１０を作成することができる。
これは２つ又はそれよりも多い所定の放射線量率曲線１１、１２によるランダムな放射線
量曲線を意味する。
【０１３９】
　放射線照射の開始において、本発明の方法を用いて、ステップ１００及び１０１は上記
アプローチに対応して行われる。
【０１４０】
　しかしながら、放射線量曲線を決定した（ステップ１０１）後、１つではない所定の放
射線量率曲線１１、１２を選択する。最も適切な放射線量率曲線を目標の放射線量率曲線
として作成する（ステップ３００）。
【０１４１】
　しかしながら、目標の放射線量率曲線を照射源３により作成できない、又はこの目標の
放射線量率曲線のための調査が行われないならば、ステップ３０１において、特定の放射
線量率曲線１０として、所定の放射線量率曲線１１、１２から一定の割合で構成された目
標の放射線量曲線への近似化が行われる。
【０１４２】
　さらなる過程（ステップ３０２）において、所定の放射線量率曲線１１、１２から一定
の割合で構成するために必要となる放射線照射時間を決定する。
【０１４３】
　他のアプローチに関しては、基質１への放射線照射をステップ３０２（ステップ４００
）の後に行う。
【符号の説明】
【０１４４】
Ａ　地点
Ｂ　地点
Ｃ　地点
１　基質
２　放射線照射する箇所（腫瘍）
３　照射源（アイソセンタ）
４　アプリケータ
５　照射
６　放射線量曲線
７　地点Ｂに対する放射線量の決定
８　地点Ｃに対する放射線量の決定
１０　決定された放射線量曲線
１１　所定の放射線量率曲線（第１）
１２　所定の放射線量率曲線（第２）
２１　決定矢印
２２　決定矢印
３０　Ｘ線照射を発生させるための装置
３１　電子源
３２　電子ビーム
３３　標的
３４　Ｘ線プローブ管
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３５　計算装置
３６　偏向器
３７　加速器
３８　記憶装置
３９　インターフェイス
４０　入力装置
４１　発生装置
４２　タイムスイッチ装置
１００　フローチャートステップ
１０１　フローチャートステップ
２００　フローチャートステップ
２０１　フローチャートステップ
３００　フローチャートステップ
３０１　フローチャートステップ
３０２　フローチャートステップ
４００　フローチャートステップ

【図１】 【図２】
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